
新事業活動促進資金＜公庫中小企業事業・国民生活事業＞

中小企業の経営革新や中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携して行う事業等への
支援を目的としており、農林水産業支援サービス業を営む事業者も融資を受けられます。

(1)中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業
計画の認定(変更認定を含む。)を受けた方

(2)農林水産業支援サービス業を営む者（※）であって、中小企業者と農林漁業者との連携による事業
活動の促進に関する法律第2条第4項に定める農商工等連携事業を行うもののうち、経営の向上が認
められるものとして3年間で2％以上の付加価値額の伸び率が見込まれる方

対象・要件

支援内容

【借入限度額】
【中小企業事業】
イ．直接貸付

（設備） ７億２千万円
（運転） ２億５千万円
ロ．代理貸付 1億2千万円

【国民生活事業】

7,200万円（うち運転資金4,800万円）

問合せ先

日本政策金融公庫支店、
沖縄振興開発金融公庫支店

（※）「農林水産業支援サービス業を営む者」とは、原則として、日本標準産業分類に
基づき、次に掲げる業種に属する事業（農林漁業者 に対して役務を提供するもの
に限る。）を営む者のことをいう。
ア 不動産業、物品賃貸業のうち、産業用機械器具賃貸業
イ サービス業のうち、労働者派遣業
ウ 情報通信業のうち、情報処理・提供サービス業

利率（年）

【「対象・要件」の(1)の方】

2億7千万円まで（土地に係る資金を除く）

特別利率②

【「対象・要件」の(2)の方】
2億7千万円まで（土地に係る資金を除く）

特別利率①

中小企業者と農林漁業
者が連携し、農商工等
連携事業計画の大臣
認定を受けた者が対象
金利：特別利率②

大臣認定を受けない場
合でも、農林水産業支
援サービス業を営む者で
あって、中小企業者と農
林漁業者が連携し、一
定程度中小企業者の
付加価値額の増加が見
込まれる取組も対象とす
るよう拡充
金利：特別利率①

農商工連携

農林水産業支援サービスを包含

拡充した制度では、日本標準産業分類に
基づき、下に掲げる３業種に属する事業
（農林漁業者に対して役務を提供するも
のに限る。）を営む者を対象

産業用機械器具賃貸業
（スマート農機のレンタ
ル・リースなど）

労働者派遣業
（農林漁業経営に必要
な人材の派遣など）

情報処理・提供サービス業
（データ分析に基づく
ソリューション等の提案など）

農商工連携の枠組みを活用した融資制度の概要


